
証券コード 6147
平成29年６月14日

株 主 各 位

静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23

株 式 会 社 ヤ マ ザ キ
代表取締役会長兼社長 山 﨑 好 夫

第57期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第57期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席お差支えの場合は、書面により議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年6月28日（水曜日）午後５時までに

到着するようにご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬具

記
1. 日 時 平成29年６月29日（木曜日）午前10時

2. 場 所 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23

当社本店（厚生会館３階会議室）

(末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 会議の目的事項

報告事項 1.第57期 (平成28年４月１日から平成29年３月31日まで)

事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の

連結計算書類監査結果報告の件

2.第57期 (平成28年４月１日から平成29年３月31日まで)

計算書類報告の件

決議事項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役９名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお

願い申しあげます。

　株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット

上の当社ウェブサイト(http://www.yamazaki-iron.co.jp/)に掲載させていただきます。
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(添 付 書 類)

事 業 報 告

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

１. 企業集団の現況に関する事項

　(1) 企業集団の事業の経過及びその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の回復及び雇用情勢の改善に

よる個人消費の持ち直しが見られる等緩やかな回復基調で推移したものの、米国

新政権の政策の不確実性、欧州の政治情勢、中国をはじめとする新興国の景気減

速懸念等が顕在化しており、先行きの不透明な状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループにおきましては、市場環境の変化に対応

するため、顧客のニーズに即応する提案型営業活動のさらなる展開、短納期に対

応するための人材強化、生産性向上及び原価低減活動におけるコスト削減への取

り組み、海外拠点における生産力の強化等、グループ一丸となって業績向上に努

めてまいりましたが、当連結会計年度における売上高は、28億4千3百万円(前年同

期比14.7％減)、利益面につきましては、減収等の影響により、営業利益は8千1百

万円(前年同期比59.1％減)、経常利益は3千7百万円(前年同期比72.1％減)、親会

社株主に帰属する当期純利益は2千3百万円(前年同期比72.2％減)となりました。

　セグメントの状況は次のとおりであります。（各セグメントの売上高は、セグメ

ント間の内部売上高または振替高を含んでおります。）

　自動二輪車等部品事業につきましては、国内及びベトナムの子会社YAMAZAKI

TECHNICAL VIETNAM CO.,LTD.における販売は増加し、売上高は13億5千3百万円(前

年同期比1.8％増)となり、営業利益は6千4百万円(前年同期比152.8％増)となりま

した。

　工作機械事業につきましては、省力化機器、専用工作機械共に販売が減少し、

売上高は15億1千8百万円(前年同期比25.3％減)となり、営業利益は0百万円(前年

同期比99.9％減)となりました。

　なお、期末配当につきましては、経営体制及び今後の事業展開、内部留保の充

実を図るために、誠に遺憾ながら無配とさせていただきたいと存じます。

　今後におきましても、株主の皆様のご期待に沿うよう業績回復に向けて全力を

傾注してまいる所存であります。
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　(2) 企業集団の設備投資等の状況

　特記すべき事項はありません。

　(3) 企業集団の資金調達の状況

　特記すべき事項はありません。

　(4) 企業集団及び当社の財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 54 期

平成25.４.１から
平成26.３.31まで

第 55 期
平成26.４.１から
平成27.３.31まで

第 56 期
平成27.４.１から
平成28.３.31まで

第 57 期
(当連結会計年度)
平成28.４.１から
平成29.３.31まで

売 上 高 (千円) 3,020,914 2,851,985 3,333,232 2,843,556

経 常 利 益 (千円) 243,463 108,879 134,961 37,639

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円) 247,760 93,042 84,638 23,558

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

　(円) 56.91 21.36 19.39 5.39

総 資 産 (千円) 4,702,615 4,903,712 4,545,970 4,377,872

純 資 産 (千円) 1,600,065 1,833,307 1,878,580 1,935,262

(注)１．第55期業績変動の理由
売上高及び利益は前期を下回ったものの、親会社株主に帰属する当期純利益を計上すること

ができました。
２．第56期業績変動の理由

保険契約の見直しによる保険解約損を計上する等、特殊要因が発生したものの、親会社株主
に帰属する当期純利益を計上することができました。

３．第57期（当連結会計年度）の状況につきましては、「（1）企業集団の事業の経過及びその成
果」に記載のとおりであります。
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② 当社の財産及び損益の状況

区 分
第 54 期

平成25.４.１から
平成26.３.31まで

第 55 期
平成26.４.１から
平成27.３.31まで

第 56 期
平成27.４.１から
平成28.３.31まで

第 57 期
(当事業年度)

平成28.４.１から
平成29.３.31まで

売 上 高 (千円) 3,013,103 2,372,686 2,655,543 2,150,642

経 常 利 益 (千円) 223,348 48,038 138,687 2,907

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) 170,608 39,343 85,007 △7,983

１ 株 当 た り
当期純利益又は
当期純損失(△)

　(円) 39.19 9.03 19.48 △1.83

総 資 産 (千円) 4,667,449 4,739,362 4,370,132 4,174,466

純 資 産 (千円) 1,587,608 1,715,022 1,753,841 1,796,114

(注)１．第55期業績変動の理由
　売上高及び利益は前期を下回ったものの、当期純利益を計上することができました。

　 ２．第56期業績変動の理由
　売上高及び利益共に前期を上回ることができました。

　 ３．第57期（当事業年度）業績変動の理由
　生産性の向上、コスト削減に取り組んだものの、売上高が前期を下回ったこと等により、当
期純損失を計上することとなりました。
　

　(5) 企業集団の対処すべき課題

　①市場環境の変化による影響

今後の経済状況につきましては、依然として先行きは不透明であり、企業の

設備投資も慎重であることから、今後も同業他社との価格競争がより一層強ま

ることが確実視され、それに対処すべく徹底的なコスト削減を図る所存であり

ます。また、顧客に対し常に満足される製品の提供を継続し実現するため、人

材の確保と育成も重要な課題だと考えております。

②災害による影響

当社グループにおきましては、地震対策の整備・見直し・避難訓練等を行っ

ておりますが、まだまだ完全ではありません。地震や気象災害等の自然災害が

発生した場合には、当社グループはもとより、取引先を含め様々な被害を受け

る可能性があるため、災害対策についても重要な課題だと考えております。
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　(6) 企業集団の主要な事業セグメント

事 業 セ グ メ ン ト の 名 称 主 要 製 品

自 動 二 輪 車 等 部 品 事 業 自動二輪車の変速及び制御装置部品、エンジン部品等

工 作 機 械 事 業
インデックスマシン等各種専用工作機械及びボーリングヘッド等省
力化設備ユニット

　(7) 企業集団の主要拠点等

当 社

本社及び本社工場 浜松市東区

テクニカルセンター
(都田工場)

浜松市北区

営業所 栃木県佐野市

(子会社）
YAMAZAKI TECHNICAL
VIETNAM CO.,LTD.

本社及び工場
ベトナム社会主義共和国
ハノイ市

　(8) 企業集団及び当社の従業員の状況

　 ① 企業集団の従業員の状況

事業別 従業員数（名） 前連結会計年度末比増減

自動二輪車等部品事業 344 53名減

工作機械事業 103 5名増

全社（共通） 19 4名増

合計 466 44名減

(注) 従業員数は、就業人員であります。

　 ② 当社の従業員の状況

従業員数（名） 前期末比増減 平均年齢（歳) 平均勤続年数（年)

165 6名増 45.8 17.4

(注) 従業員数は、就業人員であります。

　

(9) 子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

YAMAZAKI TECHNICAL
VIETNAM CO.,LTD.

1,800,000
USD

100％
二輪部品等の製造
及び販売

(注) 特定完全子会社に該当する子会社はありません。
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(10) 主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 金 残 高

株式会社静岡銀行 983,100千円

株式会社みずほ銀行 357,124千円

２. 当社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 15,703,000株

(2) 発行済株式の総数 4,518,000株（うち自己株式141,718株)

(3) 当事業年度末の株主数 609名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持株比率

山 﨑 好 夫 1,752,000株 40.03％

大 同 興 産 株 式 会 社 685,000株 15.65％

山 﨑 好 和 391,600株 8.94％

真 栄 会 239,000株 5.46％

株 式 会 社 静 岡 銀 行 198,000株 4.52％

株 式 会 社 ラ ッ ク ラ ン ド 113,800株 2.60％

ヤ マ ザ キ 従 業 員 持 株 会 88,882株 2.03％

株 式 会 社 電 興 社 47,600株 1.08％

加 藤 好 美 44,000株 1.00％

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 42,000株 0.95％

(注) 持株比率は、自己株式(141,718株)を控除して計算しております。
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３. 会社の新株予約権に関する事項

　(1) 当事業年度末に当社役員が保有している新株予約権等の状況

平成23年８月３日
取締役会発行決議

平成24年８月３日
取締役会発行決議

平成25年８月５日
取締役会発行決議

発行日 平成23年８月３日 平成24年８月３日 平成25年８月５日

新株予約権の
発行価額

無償 無償 無償

新株予約権の数
取締役

450個（５名） 450個（５名） 480個（６名）

新株予約権の目的となる
株式の種類及び数

普通株式
45,000株

(新株予約権1個当たり
100株)

普通株式
45,000株

(新株予約権1個当たり
100株)

普通株式
48,000株

(新株予約権1個当たり
100株)

新株予約権の行使時に
払込をすべき金額

１株当たり
272円

１株当たり
344円

１株当たり
386円

新株予約権の行使期間
平成25年９月１日から
平成29年８月31日まで

平成26年９月１日から
平成30年８月31日まで

平成27年９月１日から
平成31年８月31日まで

新株予約権の行使の条件

① 権利行使時において、当社の取締役及び従業員であること。ただし、
任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の
疾病に起因する退職及び転籍その他正当な理由の存する場合等、諸般の
事情を考慮の上、取締役会が認めた場合は、権利の行使を認めるものと
する。

② 新株予約権の相続は認められないものとする。
③ その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新
株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところに
よる。

新株予約権の譲渡制限 譲渡による新株予約権の取得については、これを認めない。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の
状況
該当事項はありません。
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４. 会社役員に関する事項

　(1) 取締役及び監査役の氏名等（平成29年３月31日現在）
　

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

山 﨑 好 夫 代表取締役会長兼社長

山 﨑 好 和 専務取締役 株式会社ラックランド 取締役（監査等委員）

加 藤 好 美 常務取締役

加 藤 弘 士 常務取締役

武 知 伸 和 常務取締役

川 島 浩 孝 常務取締役

日 比 修 治 取締役 日比経営会計事務所

後 藤 勲 夫 取締役 後藤勲夫税理士事務所

西 村 吉 朗 常勤監査役

下 平 美 文 監査役 静岡大学名誉教授

伊 藤 博 監査役 伊藤博税理士事務所

(注)１. 取締役日比修治及び取締役後藤勲夫の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であ
ります。

２. 常勤監査役西村吉朗、監査役下平美文及び監査役伊藤博の３氏は、会社法第２条第16号に定
める社外監査役であります。

３. 監査役伊藤博氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
する者であります。

４. 当社は、常勤監査役西村吉朗氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同
取引所に届け出ております。
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　(2) 取締役及び監査役の報酬等の額
　

区分 人数 報酬等の額 摘要

取 締 役
(うち社外取締役)

8
(2)

131,400千円
(1,440千円)

監 査 役
(うち社外監査役)

3
(3)

3,240千円
(3,240千円)

合 計 11 134,640千円
　

(注)１．取締役の報酬限度額は、平成28年６月29日開催の第56期定時株主総会において年額300,000
千円以内（うち社外取締役分は年額10,000千円以内）（ただし、使用人分給与は含まない。）と
決議しております。

２．監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第46期定時株主総会において年額20,000千
円以内と決議しております。

　
　(3) 社外役員に関する事項

社外役員の主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

取締役 日 比 修 治
当事業年度開催の定例取締役会5回のうち全てに出席し、議
案審議等に必要な発言を行っております。

取締役 後 藤 勲 夫
当事業年度開催の定例取締役会5回のうち4回に出席し、議
案審議等に必要な発言を行っております。

常勤監査役 西 村 吉 朗

当事業年度開催の定例取締役会5回のうち全てに出席し、議
案審議等に必要な発言を行っております。また、当事業年
度開催の監査役会5回のうち全てに出席し、監査の方法その
他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表
明等を行っております。

監査役 下 平 美 文

当事業年度開催の定例取締役会5回のうち全てに出席し、議
案審議等に必要な発言を行っております。また、当事業年
度開催の監査役会5回のうち全てに出席し、監査の方法その
他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表
明等を行っております。

監査役 伊 藤 博

当事業年度開催の定例取締役会5回のうち全てに出席し、議
案審議等に必要な発言を行っております。また、当事業年
度開催の監査役会5回のうち全てに出席し、監査の方法その
他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見の表
明等を行っております。
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５. 会計監査人に関する事項

　(1) 会計監査人の名称

　 明治アーク監査法人
　
　(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 11,340千円

　
　 ② 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の

合計額

11,340千円
　

(注)１．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、明治アーク監査法人の品質管理、独立性、監査報酬の水準等を確認し、検討した結果、
会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額
と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区
分できませんので、上記①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　
　(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、当該会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反・抵触

した場合及び職務の執行に支障がある場合には、その事実に基づき当該会計監査

人の解任又は不再任の検討を行い、必要あるときは、会計監査人の解任又は不再

任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に

提出いたします。

　(4) 子会社の監査の状況

　当社の子会社であるYAMAZAKI TECHNICAL VIETNAM CO.,LTD.は、当社の会計監査

人以外の監査法人による監査を受けております。
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６. 業務の適正を確保するための体制

① 取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための

体制

　企業行動憲章をはじめとするコンプライアンス体制を取締役及び社員が法令、

定款及び社会規範を遵守した行動をとるために、内部監査室はコンプライアン

ス関連の規程類を作成し、社員教育を行って、コンプライアンス体制の周知徹

底を図る。

　内部監査室は、総務部と連携の上、コンプライアンスの状況を監視する。こ

れらの行動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。法令上

疑義のある行動等について社員が直接情報提供を行う手段としてホットライン

を設置・運営する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

　文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体

（以下、文書等という。）に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理

規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に対する規程その他の体制

　コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に

係るリスクについて内部監査室は、それぞれの担当部署と協議のうえ、規則、

ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成、配布等を行う。組織横

断的リスク状況の監視及び全社的対応は内部監査室が行うものとする。新たに

生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役

を定める。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役

はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配、意思決定ル

ールに基づいて、効率的な達成の方法を定め、ＩＴを活用して取締役会が定期

的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする全社的な業務の効率

化を実現するシステムを構築する。
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⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　グループのセグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵

守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与え、本社内部監査室はこれ

らを横断的に推進し管理する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役は、社員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、

監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員は、その命令に関して、取締役、

内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報

告に関する体制

　取締役又は社員は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グ

ループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、ホットラインによる

通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。報告の方法（報

告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役との協議により

決定する。

⑧ その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役会と代表取締役社長、専務取締役との間の定期的な意見交換会を設定

する。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し

て、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを基本方針としており、

職域防犯協会に加盟し、警察当局、顧問弁護士、その他の関係機関との緊密な

連携を図り、情報収集と安全確保に努め、組織的に対応することとしておりま

す。

７. 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社では、業務の適正を確保するための体制に基づき、適切な運用に努めており

ます。当連結会計年度においては、コンプライアンス体制の周知徹底を図り、社員

教育等を実施いたしました。又、取締役及び社員が共有する全社的な目標を定め、

取締役の職務執行の効率化等を行いました。
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連 結 貸 借 対 照 表
(平成29年３月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

電 子 記 録 債 権

製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,376,826

1,163,674

667,666

229,833

24,351

203,727

72,308

15,263

2,001,046

1,469,064

151,351

500,794

28,862

786,595

1,460

10,336

521,645

335,457

121,265

82,208

△17,285

流 動 負 債 1,658,749

買 掛 金 139,014

短 期 借 入 金 1,220,000

1年内返済予定の長期借入金 126,034

未 払 事 業 所 税 9,652

未 払 法 人 税 等 13,975

賞 与 引 当 金 64,769

そ の 他 85,303

固 定 負 債 783,860

長 期 借 入 金 454,829

繰 延 税 金 負 債 36,930

退 職 給 付 に 係 る 負 債 253,975

資 産 除 去 債 務 9,493

そ の 他 28,633

負 債 合 計 2,442,610

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,833,220

資 本 金 962,000

資 本 剰 余 金 831,606

利 益 剰 余 金 124,652

自 己 株 式 △85,038

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 97,480

その他有価証券評価差額金 131,816

為 替 換 算 調 整 勘 定 △34,335

新 株 予 約 権 4,561

純 資 産 合 計 1,935,262

資 産 合 計 4,377,872 負 債 純 資 産 合 計 4,377,872

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(平成28年４月１日から平成29年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 2,843,556

売 上 原 価 2,236,598

売 上 総 利 益 606,958

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 525,771

営 業 利 益 81,187

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 13,121

受 取 賃 貸 料 2,083

受 取 保 険 金 4,054

そ の 他 1,200 20,460

営 業 外 費 用

支 払 利 息 20,799

手 形 売 却 損 1,304

為 替 差 損 38,189

そ の 他 3,715 64,008

経 常 利 益 37,639

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2,718 2,718

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 160

減 損 損 失 3,000 3,160

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 37,198

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 11,260

法 人 税 等 調 整 額 2,378 13,639

当 期 純 利 益 23,558

親会社株主に帰属する当期純利益 23,558

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
(平成28年４月１日から平成29年３月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 960,253 829,859 101,093 △85,038 1,806,167

当 期 変 動 額

新株の発行（新株予約権の行使） 1,747 1,747 3,494

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

23,558 23,558

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 1,747 1,747 23,558 ― 27,053

当 期 末 残 高 962,000 831,606 124,652 △85,038 1,833,220

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
為替換算調整

勘定
そ の 他 の
包括利益累計額合計

当 期 首 残 高 84,839 △17,201 67,638 4,775 1,878,580

当 期 変 動 額

新株の発行（新株予約権の行使） 3,494

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

23,558

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

46,976 △17,134 29,842 △214 29,628

当 期 変 動 額 合 計 46,976 △17,134 29,842 △214 56,681

当 期 末 残 高 131,816 △34,335 97,480 4,561 1,935,262

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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　連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

①連結子会社の数 １社

②連結子会社の名称 YAMAZAKI TECHNICAL VIETNAM CO.,LTD.

（2）連結子会社の事業年度等に関する事項

　在外連結子会社の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成に当たっ

ては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。

　ただし、1月1日から連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っております。

2．会計方針に関する事項

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法

（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法

　当社は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっており、在外連

結子会社は低価法によっております。

①製品及び仕掛品

　・マシンユニット及び専用工作機械 個別法

　・自動二輪車部品等 当社は総平均法、在外連結子会社は移動

平均法

②原 材 料 当社は総平均法、在外連結子会社は移動

平均法

③貯 蔵 品 最終仕入原価法
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（3）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び投資不動産

リース資産以外の
有形固定資産
(投資不動産含む)

　当社は定率法（ただし、平成28年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物は定額法）を採用

しておりますが、在外連結子会社は定額法を採用し

ております。

主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物及び構築物 3年～38年

機械装置及び運搬具 2年～10年

　また、平成19年３月31日以前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によっております。

②無形固定資産

リース資産以外の
無形固定資産

定額法

　主な耐用年数は自社利用ソフトウエアの5年であり

ます。

（4）引当金の計上基準

①貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

②賞与引当金 　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

③受注損失引当金 　工作機械の受注に係る将来の損失に備えるため、当

連結会計年度末における受注案件のうち損失の発生が

見込まれるものについて、その損失見込額を計上して

おります。

　なお、当連結会計年度末においては、対象となるも

のはありません。

（5）退職給付に係る負債の計上基準

　当社及び在外連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算にお
いて、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた
簡便法を適用しております。
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（6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算
差額は損益として処理しております。
　なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨
に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産
の部における為替換算調整勘定に含めております。

(7）消費税等の会計処理 　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によ

っております。
　
　

会計方針の変更に関する注記

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適

用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方

法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当連結会計年度において、連結計算書類に与える影響額は軽微であります。

　

表示方法の変更に関する注記

(連結損益計算書)

前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました

「受取保険金」は、重要性が高まったため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。

　なお、前連結会計年度における営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」

は、1,924千円であります。

　

追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号

平成28年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。
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連結貸借対照表に関する注記

（1）担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

建物及び構築物 101,719千円

機械装置及び運搬具 540

土 地 512,743

投資有価証券 81,228

　 計 696,231
　

②担保に係る債務

短 期 借 入 金 1,150,000千円

1年内返済予定の長期借入金 73,622

長 期 借 入 金 267,002

割 引 手 形 90,875

　 計 1,581,499

　

(2）有形固定資産の減価償却累計額 3,378,313千円

　

(3）受取手形割引高 90,875千円

　

連結損益計算書に関する注記

（1）期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産

評価損が売上原価に含まれております。

26,906千円

　

（2）減損損失

当連結会計年度において、当社グループは、以下の資産について減損損失を計

上しました。

場所 用途 種類

秋田県秋田市 遊休資産 投資不動産

当社グループは、原則として、事業用資産については事業部を基準としてグル

ーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っ

ております。

当連結会計年度において、時価が下落している遊休資産について、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し当該減少額を減損損失(3,000千円）として特別損失に計

上しました。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、その価額

は売却見込額を基に算定しております。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記

（1）発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 4,507,000 11,000 ― 4,518,000

(注) 普通株式の発行済株式数の増加11,000株は、新株予約権の権利行使により新株を発行したこと
による増加であります。

　

（2）自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 141,718 ― ― 141,718

　

（3）新株予約権に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

当連結会計年度の末日における新株予約権(権利行使期間の初日が到来してい

ないものを除く。)の目的となる株式の種類と株式数

普通株式 276,000株
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金融商品に関する注記

（1）金融商品の状況に関する事項

　① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、必要に応じて短期的な運転資金や設備資金などを銀行借入に

より調達しております。デリバティブは、リスクを回避するため利用する可能性

がありますが、投機的な取引は行わない方針であります。

　

　② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒

されています。また、海外向けの売上によって発生する外貨建ての営業債権は為

替変動リスクに晒されております。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変

動リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

　借入金は、運転資金及び設備資金の調達によるものであり、金利の変動リスク

に晒されております。

　

　③ 金融商品に係るリスク管理体制

　 ・信用リスクの管理

当社グループは、経理規程及び営業管理規程によって、取引先ごとの期日管

理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握してお

ります。

　 ・市場リスクの管理

海外向けの売上によって発生する外貨建ての営業債権による為替変動リスク

については、取引限度額の範囲内で管理を行っております。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握してお

り、保有状況を継続的に見直しております。
　

　④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要

因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変

動することがあります。
　

　⑤ 信用リスクの集中

当連結会計年度末における特段の信用リスクの集中はありません。
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（2）金融商品の時価等に関する事項

　平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、以下のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる

ものは、次表には含めておりません((注２)を参照ください。)。

連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

(1)現金及び預金 1,163,674 1,163,674 ―

(2)受取手形及び売掛金 667,666 667,666 ―

(3)電子記録債権 229,833 229,833 ―

(4)投資有価証券

　その他有価証券 327,626 327,626 ―

(5)長期貸付金(１年内回収予定の長

期貸付金を含む)
123,885

　貸倒引当金 △17,285

106,600 118,249 11,649

　資産計 2,495,401 2,507,050 11,649

(1)買掛金 139,014 139,014 ―

(2)短期借入金 1,220,000 1,220,000 ―

(3)未払事業所税 9,652 9,652 ―

(4)未払法人税等 13,975 13,975 ―

(5)長期借入金(１年内返済予定の長

期借入金を含む)
580,863 577,339 △3,523

　負債計 1,963,505 1,959,982 △3,523
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(注１)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、（3）電子記録債権

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(5) 長期貸付金

当社では、長期貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上

の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な

指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定してお

ります。また、貸倒懸念債権については、同様の割引率による見積キャッシュ・

フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等により、時価を

算定しております。

負 債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払事業所税、(4) 未払法人税等

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

(5) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合

に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 7,831

　上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
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(注３)満期のある金銭債権の償還予定額
(単位：千円)

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 1,163,674 ― ― ―

受取手形及び売掛金 667,666 ― ― ―

電子記録債権 229,833 ― ― ―

長期貸付金 2,620 23,260 78,550 19,455

合計 2,063,794 23,260 78,550 19,455

(注４)長期借入金の連結決算日後の返済予定額
(単位：千円)

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

長期借入金 126,034 132,689 124,444 122,200 73,696 1,800

合計 126,034 132,689 124,444 122,200 73,696 1,800

１株当たり情報に関する注記

(1）１株当たり純資産額 441円17銭

(2）１株当たり当期純利益 5円39銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年5月17日

株式会社ヤマザキ

取 締 役 会 御 中

明治アーク監査法人

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 二 口 嘉 保 ㊞

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 藤 本 幸 宏 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ヤマザキの平成
28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の
作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又
は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から
連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国におい
て一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬に
よる連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
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監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、株式会社ヤマザキ及び連結子会社からなる企
業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以 上

― 26 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月31日 13時10分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本

連結計算書類に係る監査報告書

　当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第57期事業年度に係

る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記）に関して、

各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以

下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職

務の分担等に従い、連結計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、

必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、か

つ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か

らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

なお、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連

結計算書類について検討いたしました。

２．監査の結果

　会計監査人、明治アーク監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

　平成29年5月23日

株式会社ヤマザキ 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 西 村 吉 朗 ㊞
監 査 役（社外監査役） 下 平 美 文 ㊞
監 査 役（社外監査役） 伊 藤 博 ㊞

― 27 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月31日 13時10分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



貸 借 対 照 表
(平成29年３月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 2,168,581 流 動 負 債 1,578,501

現 金 及 び 預 金 1,044,771 買 掛 金 96,510

受 取 手 形 93,260 短 期 借 入 金 1,220,000

電 子 記 録 債 権 229,833 1年内返済予定の長期借入金 126,034

売 掛 金 427,194 未 払 金 9,752

製 品 19,830 未 払 費 用 31,242

仕 掛 品 195,583 未 払 事 業 所 税 9,652

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 30,340 未 払 法 人 税 等 12,295

前 払 費 用 1,363 未 払 消 費 税 等 20,110

短 期 貸 付 金 122,620 預 り 金 6,773

未 収 入 金 2,778 賞 与 引 当 金 46,131

そ の 他 1,003 固 定 負 債 799,850

固 定 資 産 2,005,884 長 期 借 入 金 454,829

有 形 固 定 資 産 943,191 繰 延 税 金 負 債 54,788

建 物 106,471 退 職 給 付 引 当 金 252,106
構 築 物 2,150 資 産 除 去 債 務 9,493

機 械 及 び 装 置 19,380 そ の 他 28,633

車 両 運 搬 具 255 負 債 合 計 2,378,352
工 具、 器 具 及 び 備 品 28,337 純 資 産 の 部

土 地 786,595 株 主 資 本 1,659,737

無 形 固 定 資 産 10,316 資 本 金 962,000

借 地 権 1,580 資 本 剰 余 金 831,606

ソ フ ト ウ エ ア 5,019 資 本 準 備 金 243,600

電 話 加 入 権 3,716 そ の 他 資 本 剰 余 金 588,006

投資その他の資産 1,052,377 利 益 剰 余 金 △48,831

投 資 有 価 証 券 335,457 そ の 他 利 益 剰 余 金 △48,831

出 資 金 130 繰 越 利 益 剰 余 金 △48,831

関 係 会 社 出 資 金 201,447 自 己 株 式 △85,038

長 期 貸 付 金 462,065 評価・換算差額等 131,816

長 期 預 金 39,800 その他有価証券評価差額金 131,816

そ の 他 30,762 新 株 予 約 権 4,561

貸 倒 引 当 金 △17,285 純 資 産 合 計 1,796,114
資 産 合 計 4,174,466 負 債 純 資 産 合 計 4,174,466

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
(平成28年４月１日から平成29年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 2,150,642

売 上 原 価 1,663,372

売 上 総 利 益 487,269

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 484,068

営 業 利 益 3,201

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 18,527

受 取 賃 貸 料 2,083

受 取 保 険 金 4,054

そ の 他 1,180 25,845

営 業 外 費 用

支 払 利 息 19,795

手 形 売 却 損 1,304

為 替 差 損 1,327

そ の 他 3,713 26,140

経 常 利 益 2,907

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2,718 2,718

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 160

減 損 損 失 3,000 3,160

税 引 前 当 期 純 利 益 2,465

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 10,448

当 期 純 損 失 7,983

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
(平成28年４月１日から平成29年３月31日まで)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計

繰越
利益
剰余金

当 期 首 残 高 960,253 241,853 588,006 829,859 △40,848 △40,848 △85,038 1,664,225

当 期 変 動 額

新株の発行（新株予約権の行使） 1,747 1,747 1,747 3,494

当 期 純 損 失 （△） △7,983 △7,983 △7,983

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 1,747 1,747 ― 1,747 △7,983 △7,983 ― △4,488

当 期 末 残 高 962,000 243,600 588,006 831,606 △48,831 △48,831 △85,038 1,659,737

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 84,839 84,839 4,775 1,753,841

当 期 変 動 額

新株の発行（新株予約権の行使） 3,494

当 期 純 損 失 （△） △7,983

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

46,976 46,976 △214 46,762

当 期 変 動 額 合 計 46,976 46,976 △214 42,273

当 期 末 残 高 131,816 131,816 4,561 1,796,114

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①その他有価証券

　・時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

　・時価のないもの 移動平均法による原価法

②子会社出資金 移動平均法による原価法

　

（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法

　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

①製品及び仕掛品

　・マシンユニット及び専用工作機械 個別法

　・自動二輪車部品等 総平均法

②原 材 料 総平均法

③貯 蔵 品 最終仕入原価法

　

（3）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び投資不動産

リース資産以外の有形固
定資産

　(投資不動産含む)

定率法

　ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属

設備及び構築物については、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建 物 3年～38年

機械及び装置 9年～10年

　また、平成19年３月31日以前に取得したものについ

ては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５

年間で均等償却する方法によっております。

　

②無形固定資産

リース資産以外の無形固
定資産

定額法

　主な耐用年数は自社利用ソフトウエアの5年でありま

す。

　

（4）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。
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（5）引当金の計上基準

①貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

②賞与引当金 　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

③受注損失引当金 　工作機械の受注に係る将来の損失に備えるため、当

事業年度末における受注案件のうち損失の発生が見込

まれるものについて、その損失見込額を計上しており

ます。

　なお、当事業年度末においては、対象となるものは

ありません。

④退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退

職給付債務に基づいて計上しております。

　退職給付引当金及び退職給付費用の計算において、

退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務

とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　

（6）消費税等の会計処理 　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によ

っております。

　

会計方針の変更に関する注記

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用

し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法

を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当事業年度において、計算書類に与える影響額は軽微であります。

　

表示方法の変更に関する注記

(損益計算書)

前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取

保険金」は、重要性が高まったため、当事業年度より区分掲記しております。

　なお、前事業年度における営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」は、

1,924千円であります。
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追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号

平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。
　

貸借対照表に関する注記

（1）担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

建 物 101,719千円

機 械 及 び 装 置 540

土 地 512,743

投 資 有 価 証 券 81,228

計 696,231

②担保に係る債務

短 期 借 入 金 1,150,000千円

1年内返済予定の長期借入金 73,622

長 期 借 入 金 267,002

割 引 手 形 90,875

計 1,581,499

　
（2）有形固定資産の減価償却累計額 2,759,320千円
　
（3）受取手形割引高 90,875千円
　
（4）関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 128,940千円

長期金銭債権 340,800千円
　
（5）取締役、監査役に対する金銭債務

長期金銭債務 28,417千円

損益計算書に関する注記

（1）関係会社との取引高

営業取引による取引高

　売上高 28,542千円

営業取引以外の取引高 10,709千円

（2）期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産

評価損が売上原価に含まれております。

17,382千円
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（3）減損損失

当事業年度において、当社は、以下の資産について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

秋田県秋田市 遊休資産 投資不動産

当社は、原則として、事業用資産については事業部を基準としてグルーピング

を行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っておりま

す。

当事業年度において、時価が下落している遊休資産について、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し当該減少額を減損損失(3,000千円）として特別損失に計上し

ました。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、その価額

は売却見込額を基に算定しております。
　
株主資本等変動計算書に関する注記

　 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 141,718 ― ― 141,718

税効果会計に関する注記

　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　賞与引当金 13,937千円

　在庫評価否認 18,267

　貸倒引当金 5,183

　退職給付引当金 75,751

　役員退職慰労未払金 8,521

　投資有価証券評価損 10,329

　減損損失 40,807

　繰越欠損金 79,087

　その他 14,075

　 小計 265,960

　評価性引当額 △265,960

　 繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 54,788

　 繰延税金負債合計 54,788
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関連当事者との取引に関する注記

（1）親会社及び法人主要株主等
　

種類
会社等の
名称

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

法人
主要株主

大同興産
株式会社

被所有
直接 15.65

資金の援助
資金の
貸付
(注)

―

短期
貸付金

2,620

長期
貸付金

103,980

資金の
返済
(注)

6,520 ― ―

利息の
受取
(注)

1,887
その 他
(流動資
産)

86

　

(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注) 資金の貸付利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。長期貸付金の返済

条件は、期間10年、3ヶ月毎の元金均等返済及び利息後払いとなっております。

（2）子会社及び関連会社等
　

種類
会社等の
名称

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社 YAMAZAKI
TECHNICAL
VIETNAM
CO.,LTD.

所有
直接 100.00

工作機械等の
販売
資金の援助
自動二輪車等
部品の技術援
助
出向者派遣

工作機
械等の
売上
(注)1

28,542 売掛金 6,574

資金の
貸付
(注)2

―

短期
貸付金

120,000

長期
貸付金

340,800

資金の
返済
(注)2

119,070 ― ―

利息の
受取
(注)2

10,709
その 他
(流動資
産)

393

出向者
給与の
受取
(注)3

7,306
未 収 入
金

2,365

　

(取引条件及び取引条件の決定方針等)
(注)1 製品の販売における価格その他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によ

っております。
(注)2 資金の貸付利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。長期貸付金の返済

条件は、期間8年、1年間据置後3ヶ月毎の均等返済、利息3ヶ月毎の後払いとなっております。
(注)3 出向者給与については、担当業務を勘案し、交渉の上、決定しております。
(注)4 取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。

１株当たり情報に関する注記

（1）１株当たり純資産額 409円38銭
　

（2）１株当たり当期純損失 1円83銭
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年5月17日

株式会社ヤマザキ

取 締 役 会 御 中

明治アーク監査法人

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 二 口 嘉 保 ㊞

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 藤 本 幸 宏 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ヤマザキの
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第57期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその
他の注記並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。こ
れには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から
計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、
我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証
拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、
不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の
作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
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監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明
細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第57期事業年度の取

締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、

本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(１)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を

図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監

査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類

等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い

たしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意

思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け

ました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために

必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の

整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体

制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び

運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見

を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第

131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28

日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ

て説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ

の他の注記）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果

(１)事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職

務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(２)計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人、明治アーク監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

　平成29年5月23日

株式会社ヤマザキ 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 西 村 吉 朗 ㊞
監 査 役（社外監査役） 下 平 美 文 ㊞
監 査 役（社外監査役） 伊 藤 博 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
　

議案及び参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

(1) 提案の理由

取締役の経営責任を一層明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応で

きる経営体制を構築するため、現行定款第20条を変更し、取締役の任期を２年か

ら１年に短縮するものであります。

　

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）

現 行 定 款 変 更 案

（取締役の任期）

第20条(1) 当会社の取締役の任期は、選任後２年

以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時まで

とする。

（取締役の任期）

第20条(1) 当会社の取締役の任期は、選任後１年

以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の時まで

とする。

(2) 増員または補欠として選任された取締

役の任期は、他の在任取締役の任期の満

了する時までとする。

(2)

（現行どおり）

　第２号議案　取締役９名選任の件
　本総会終結の時をもって、取締役全員（８名）が任期満了となります。
　つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、１名の増員を含む、取締役
９名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当
(重要な兼職の状況)

所有する当
社株式の数

１

　 やま ざき よしお

山 﨑 好 夫

(大正13年10月１日生)

昭和21年３月 山﨑鉄工所を創業

1,752,000株

昭和35年９月 当社設立、代表取締役社長就任

平成14年６月 当社取締役会長就任

平成19年４月 当社代表取締役会長就任

平成27年２月 当社代表取締役会長兼社長就任

平成27年３月 当社代表取締役会長就任

平成27年５月 当社代表取締役会長兼社長就任

(現在に至る)
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当
(重要な兼職の状況)

所有する当
社株式の数

２

やま ざき よし かず

山 﨑 好 和

(昭和36年４月29日生)

昭和60年９月 当社入社

391,600株

平成３年10月 営業部長

平成９年６月 当社取締役就任

平成19年９月 当社退社

平成22年１月 当社入社、代表取締役社長就任

平成27年２月 当社退社

平成28年１月 当社入社、社長室長

平成28年３月 当社取締役就任

平成28年３月 株式会社ラックランド取締役（監査等

委員）就任

(現在に至る）

平成28年６月 当社専務取締役就任

(現在に至る）

３

かとう よしみ

加 藤 好 美

(昭和26年１月15日生)

平成18年９月 当社入社

44,000株

平成19年１月 内部監査室長

平成26年６月 BOL部長

平成27年６月 当社常務取締役就任

(現在に至る）

４

かとう ひろし

加 藤 弘 士

(昭和22年６月25日生)

昭和52年４月 当社入社

30,600株

昭和62年６月 当社退職

平成６年４月 当社入社、CAD事業部長

平成９年１月 ユニット技術部長

平成９年６月 当社取締役就任

平成14年６月 当社常務取締役就任

(現在に至る）

５

たけち のぶ かず

武 知 伸 和

(昭和38年３月17日生)

昭和63年４月 当社入社

2,000株
平成24年４月 営業部長

平成28年３月 当社常務取締役就任

(現在に至る）

６

かわ しま ひろ たか

川 島 浩 孝

(昭和39年11月18日生)

昭和62年４月 当社入社

1,300株

平成24年４月 技術部長

平成26年12月 営業技術部長

平成28年３月 当社常務取締役就任

(現在に至る）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当
(重要な兼職の状況)

所有する当
社株式の数

７

ごとう いさお

後 藤 勲 夫

(昭和20年９月11日生)

昭和39年４月 名古屋国税局入局

1,000株

平成17年７月 沼津税務署長退職

平成17年８月 税理士開業

(現在に至る)

平成20年６月 当社監査役就任

平成28年３月 当社監査役退任、当社取締役就任

(現在に至る)

８

※ 昭和58年４月 当社入社

2,735株
まつ もと やす ゆき

松 本 靖 之

(昭和40年３月10日生)

平成29年３月 工機製造部長兼部品製造部長

(現在に至る)

９

※ 昭和60年６月 当社入社

2,183株
おお すぎ ゆき ひろ

大 杉 幸 弘

(昭和33年２月12日生)

平成28年３月 総務部長兼内部監査室長

(現在に至る)

(注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
3. 山﨑好夫氏は当社の経営を支配している者であります。
4. 山﨑好和氏は候補者山﨑好夫氏の長男であります。
5. 加藤好美氏は候補者山﨑好夫氏の長女であります。
6. 加藤弘士氏は候補者山﨑好夫氏の長女の配偶者であります。
7. 後藤勲夫氏は社外取締役候補者であります。
8. 社外取締役候補者の選任理由について
　後藤勲夫氏は、税理士としての経験・識見が豊富であり、専門的知識、経験等を当社の経営
にいかしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
　また、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外取締役と
しての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
9. 後藤勲夫氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって1年3ヶ月となります。

10. 後藤勲夫氏は過去に当社の社外監査役であったことがあります。
11. 取締役候補者松本靖之氏及び大杉幸弘氏の所有する当社株式の数は、ヤマザキ従業員持株会
を通じての保有分を含んでおります。本議案をご承認いただき、両氏が取締役に就任した場合
には、ヤマザキ従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われま
す。

以 上
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株主総会の会場ご案内図

会場 静岡県浜松市東区有玉北町489番地の23

　 当社本店（厚生会館３階会議室）

　 TEL．053－434－3011
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